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大仙市議会企画産業常任委員会会議録 

 

日 時 令和元年１２月９日（月曜日） 午後１時３０分 ～ 午後３時０９分 

 

会 場 大会議室 

 

出席議員（７人） 

 ３番 三 浦 常 男   ６番 秩 父 博 樹   ７番 石 塚   柏 

２０番 橋 本 五 郎  ２４番 大 山 利 吉  ２５番 鎌 田   正 

２７番 橋 村   誠 

 

欠席議員（０人）       

 

説明のため出席した者 

企画部長 福 原 勝 人  情報システム課長 山 本  聡 

情報システム課主幹 藤 井 大 志  情報システム課副主幹 三 浦  透 

情報システム課主査 佐 藤 文 昭    

農林部長 福 田  浩  農林整備課長 斎 藤 秋 彦 

農林整備課主査 新 田 知 幸    

経済産業部長 高 橋 正 人  経済産業部次長兼企業商工課長 小 松 正 美 

企業商工課参事 小 松 江 利 子  企業商工課主幹 高 橋 靖 弘 

観光課長 鈴 木 正 人  観光課参事 山 崎 兼 人 

 

議会事務局職員出席者 

副主幹 佐 藤 和 人    

 

審査案件 

１ 議案第１２８号 大仙市大綱交流サロン条例の一部を改正する条例の制定について 

２ 議案第１３４号 大仙市協和内水面漁業近代化施設及び大仙市協和広場等利用施設

の指定管理者の指定について 
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３ 議案第１３５号 大曲地域職業訓練センターの指定管理者の指定について 

４ 議案第１３６号 大仙市神岡生産物直売・食材供給施設の指定管理者の指定につい

て 

５ 議案第１３７号 大仙市中仙地域農業総合管理施設の指定管理者の指定について 

６ 議案第１３８号 八乙女温泉さくら荘の指定管理者の指定について 

７ 議案第１３９号 大仙市神岡交流促進センターの指定管理者の指定について 

８ 議案第１４０号 西仙北ぬく森温泉ユメリアの指定管理者の指定について 

９ 議案第１４１号 協和温泉（四季の湯）の指定管理者の指定について 

１０ 議案第１４２号 大仙市南外ふるさと館の指定管理者の指定について 

１１ 議案第１４３号 史跡の里交流プラザ「柵の湯」の指定管理者の指定について 

１２ 議案第１４４号 太田交流の森及び太田レクリエーションの森の指定管理者の指定

について 

１３ 議案第１５０号 令和元年度大仙市一般会計補正予算（第８号） 

１４ 閉会中の継続審査（調査）の申し出にかかる事件について 

 

          午後１時３０分 開  会 

○委員長（大山利吉） 只今から、企画産業常任委員会を開会いたします。 

今次定例会の委員会審査の日程につきましては、お手元に配付の日程表にしたがって

審査してまいります。補正予算につきましては、課ごとに説明終了後に質疑を行い、討

論・表決につきましては、一括で行うことといたします。なお、正確な会議録作成のた

め発言の際は、挙手の上マイクのスイッチを入れてからお願いいたします。 

 

○委員長（大山利吉） はじめに、企画部長より挨拶があります。福原企画部長。 

○企画部長（福原勝人） 議会の人事が変わりまして、１回目の常任委員会ということで

ございまして、企画部を担当しております福原と申します。この４月から現職に着任し

ております。何分不慣れな身でございますので、どうか今後ともご指導ご鞭撻、よろし

くお願い申し上げる次第でございます。 

  今次定例会でご審議をお願いいたします企画部関係の議案は、一般会計補正予算１件

でございます。詳細はこの後、情報システム課長に説明させますので、よろしくご審議

の上ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 
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  また、本日の委員会審査終了後、委員会協議会の開催もお願いしております。合わせ

まして、本日はどうか、よろしくお願い申し上げます。 

 

○委員長（大山利吉） ありがとうございました。 

それでは議案審査に入ります。 

議案第１５０号「令和元年度大仙市一般会計補正予算（第８号）」を議題といたしま

す。当局の説明を求めます。山本情報システム課長。 

○情報システム課長（山本 聡） 情報システム課の山本です。どうか、よろしくお願い

いたします。 

  本日、出席の職員をご紹介申し上げます。まずはじめに、情報班班長の藤井大志主幹

です。続きまして、三浦透副主幹です。最後に、佐藤文昭主査です。以上、４名で対応

いたしますので、どうかよろしくお願いいたします。 

それでは、議案第１５０号「令和元年度大仙市一般会計補正予算（第８号）」のうち、

情報システム課所管の補正予算につきましてご説明申し上げます。 

 資料ナンバー３、補正予算書１２月補正②の１０ページ上段をご覧ください。 

「電子計算管理運営経費」についてであります。 

２款１項１３目１０事業「電子計算管理運営経費」で、５３８万２千円を追加し、計

１億５，２９８万２千円とするものであります。 

 詳細につきましては、「主な事業の説明書」には掲載がございませんので、お配りし

ております追加資料の事業説明書をご覧ください。 

項番４に今回の補正内容を記載してございます。 

（１）はＲＰＡの導入についてであります。ＲＰＡは、ロボティック・プロセス・オ

ートメーションの略語で、パソコン上で行われる業務システムを人に代わって自動化す

る技術のことです。このＲＰＡの導入により、職員は窓口での相談対応など住民への直

接的なサービス提供等の業務に注力することで、「スマート自治体」の実現を目指すも

のです。また、事業の実施後には導入効果を検証し、今後の適用業務の拡大につなげて

いきたいと考えております。 

  導入業務につきましては、固定資産税業務では、圃場整備事業に伴う地番の閉鎖、新

設、新規評価情報の入力を行います。保育業務では、保育施設への入所処理に関して、

希望者の選考台帳をもとに内定日や内定施設等の情報入力を行います。いずれも一定期
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間に作業が集中し、職員が時間外勤務で対応している業務であります。 

  費用につきましては、ライセンス料が７２万６千円、シナリオ作成料が１本３５万円

の２業務に消費税を加えて７７万円となっております。 

  （２）はＷｅｂ会議システムの導入についてであります。Ｗｅｂ会議とは遠隔地でも

カメラやマイクを使用することで、実際に会っているかのように打ち合わせやミーティ

ングができる会議システムのことです。市役所での活用法としては、市民が支所を訪れ

た際に担当職員が不在であっても本庁やほかの支所の職員に画面を通した相談等ができ

ることから住民サービスの向上に寄与するものと考えております。 

  設置施設と機器につきましては、本庁、南庁舎、健康福祉会館に職員用端末として、

タブレット端末を設置いたします。各支所には住民用端末として、スティック型パソコ

ン、ディスプレイ、Ｗｅｂカメラのセットを設置いたします。 

  費用につきましては、端末等のハードウェアに２９４万８千円、機器のセットアップ、

動作検証に９３万８千円となっております。 

  今後、機器を導入し運用手順等を定めて、来年度当初から利用できるよう調整を行う

ものです。 

 以上で情報システム課所管の補正予算についての説明を終わりますが、よろしくご審

議の上ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（大山利吉） ありがとうございました。説明が終了いたしました。これより質

疑を行います。 

質疑のある方は、挙手の上お願いいたします。はい、秩父委員。 

○６番（秩父博樹） ＲＰＡ、確か今年の３月あたり試験的に何種類かの業務でやってま

すよね。その状況をちょっと教えてください。 

○委員長（大山利吉） はい、山本課長。 

○情報システム課長（山本 聡） 昨年度に実施しました実証実験につきましては、２つ

の業務で行っております。１つは今回導入予定の固定資産税業務のデータ入力で、現状

２６１時間かかっていた作業が８５時間まで短縮されております。削減時間は１７６時

間。削減率は６７．５パーセントとなっております。もう１つは市県民税業務のデータ

入力で、現状４３時間かかっていた作業が３２時間に短縮されております。削減時間は

１１時間。削減率は２６．３パーセントということで、あまり芳しくない結果となった

ことから、こちらの市県民税の業務の方は今回の導入は見合わせております。それで、
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２業務あわせますと現状３０５時間かかる作業が１１７時間まで短縮されて、削減時間

は１８８時間、削減率は６１．６パーセントとなっております。結果として業務によっ

ては高い効果が得られるということは確認できましたので、今回の補正でお願いするこ

とになったものです。 

○委員長（大山利吉） はい、秩父委員。 

○６番（秩父博樹） よかったです。やった結果、そういうふうなかたちで出てきて。で、

まず今回この保育施設等入所処理に関わるシステムとかやるわけですけど、多分この先

適用できる業務っていうのまだまだ検討されていくと思うので、その辺もいろいろ想定

しながら進めていただきたいと思います。非常に良い取り組みだと思いますので、この

後もよろしくお願いしたいと思います。よかったです、これだけ削減できて。 

○委員長（大山利吉） はい、山本課長。 

○情報システム課長（山本 聡） 先ほど申しましたとおり、事業によってかなり削減率

には差が出てきます。これは各市町村によっても、この差は持ってるデータ違うもので

すから、隣の市で効果あったとしても大仙市ではあまり効果ないものとか、いろいろあ

りますので、その辺業務が作業の内容まで精査して、あまり無駄のないようにというか、

効果の高いものから順に入れていきたいと思ってます。今のところ予定としては年間に

２業務ずつということで、徐々に増やしていきたいと考えています。 

○委員長（大山利吉） はい、秩父委員。 

○６番（秩父博樹） 私聞いたところだと、実際やってる自治体とまだやっていない自治

体と、多分やってる自治体の方がまだまだ少ないことだっすべった。まだ始まったばか

りなので、先進だと筑波とかそっちの方が早いのかなと思うんだっすけど、国の方でこ

れ、汎用できるようなかたちで出来ないかっていうことで、なんか研究始めたらしい情

報あるので、その辺ももしかしたらこのあと情報流れてくるかもしれないので、その辺

もいろいろ加味しながら検討していただければと思います。もしかしたら、来年あたり

とかまた情報入ってくるかもしれないので、その辺も加味しながらお願いしたいと思い

ます。 

○委員長（大山利吉） はい、山本課長。 

○情報システム課長（山本 聡） 国の方から今年度の事業についても特別交付税の措置

ありまして、国の方で上げた業務が広く、実際の業務あるんですけれども、その業務に

該当した部分については、特別交付税の措置があるということで対象なっておりますの
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で、まず今後もその辺ですね、国からの情報提供等参考にして活用していきたいと思っ

てます。 

○委員長（大山利吉） ほかにございませんか。はい、石塚委員。 

○７番（石塚 柏） ＷＥＢ会議システム、出先の職員の方から本庁の会議で、あるいは

打ち合わせでちょっと呼ばれると。この時間的ロスというのは相当なものだって言って

いる方がいらっしゃるわけですね。これがどんどん適正計画で人を減らされると。会議

システム、打ち合わせなんかも対応できるようなものはあれば非常にいいなと思ってる

わけなんですが、今回のＷＥＢ会議システム入れることによって、まず簡便な打ち合わ

せなんかは対応できるだとか、副市長と打ち合わせ、７万円の執筆を１時間くらい待た

されて打ち合わせ時間かかってるというようなことも解消できるんであれば、大いに活

用するべきだと思うんですが、今回の予算だけに留まらず、全庁的な会議システム、Ｗ

ＥＢシステムをですね、どう考えて、どういう現状になるのか、ちょっと課長から説明

お願いできませんかね。 

○委員長（大山利吉） はい、山本課長。 

○情報システム課長（山本 聡） 石塚委員のおっしゃるとおり、各支所の対象とした会

議は頻繁に行われていて、実際に各支所から本庁まで出向いて来られて会議に出てると

いうことは結構あります。それで、今回のＷＥＢ会議システムについては、まず１対１

のやり取りというところを念頭に置いたシステムです。それで、全体が集まって会議っ

ていうのはちょっと難しいんですけれども、１対１で本庁と支所、あるいは支所と支所

同士でのやり取りには、こちらのＷＥＢ会議システムは、有効に使われる機能を持って

るものだと理解してます。それから、このほかにですね、テレビ会議システムというも

のも導入しておりまして、それは、多地点の会議できますので、例えば災害あった場合

の災害対策本部の会議ですとか、そういったものはもう使われてまして、各支所の支所

長や各課長は支所にいたまま本庁とテレビ会議で、例えば防災とかは会議はもうやって

ます。なので、その辺はまだ職員の中でも、こういう時に有効に使えるというところが、

まだ認識されていない部分ありますので、その辺もアピールして積極的に使うようにし

ていきたいと考えてます。 

○委員長（大山利吉） はい、石塚委員。 

○７番（石塚 柏） できるだけ汎用的な、大会議で全部やるというのは、これ事実上不

可能でしょうけれども、２対２、２対３というような小規模な会議等にも出来るような
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汎用的な会議システムまで進んでいけるように、希望として述べさせていただきたいと

思います。 

○委員長（大山利吉） ほかにございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大山利吉） ほかにないようですので、質疑を終結いたします。 

なお、討論・表決につきましては、最後に一括で行います。 

これで、企画部に関わる審査は終了いたしました。 

ここで、説明員入れ替えのため、暫時休憩いたします。再開は、揃い次第、再開いた

します。 

          午後１時４７分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後１時４９分 再  開 

○委員長（大山利吉） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

  はじめに、福田農林部長から挨拶があります。福田部長。 

○農林部長（福田 浩） お時間いただきまして、ありがとうございます。 

  委員の皆様には日ごろから、ご指導、ご協力をいただきまして、本当にありがとうご

ざいます。 

  まず、秋の鮭の状況でございます。今年、玉川の方が順調にいっておりまして、玉川

の方で、今日の朝現在で、４，９３５尾。丸子川の方が４５１尾ということで、５，３

８６尾の採補というふうになっております。この中でも雌の方は、１，３５０尾くらい

の雌の割合ではあります。そのような状況で、丸子川の方は、そろそろ終わりでありま

して、１２月の１４日でウライを撤去ということ、今週末ですね、撤去ということで、

予定としては、玉川の方は、１週間遅い、２１日を予定しておりますが、もしかしたら

月末まで延びるかもしれないというふうに、今朝のところ伺っております。いずれ順調

でありますので、放流につきましては、順調にいくものではないかと思っております。

よろしくお願い申し上げます。 

  また、本日の案件であります協和内水面漁業近代化施設及び協和広場等利用施設であ

りますけれども、こちらは貴重な内水の方の養殖施設ということで、やってる方々には

本当に難儀かけているところでございます。ちょっと話は早いのですが、本日の懇親会

には、イワナを、ここの内水面のところから準備させていただいておりますので、あと
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それ以外、まだまだありますけれども、また懇親会の席上でご紹介したいなと思います

ので、どうかよろしくお願いします。 

  今日、指定管理の施設と、それに伴う債務負担の補正ということで、どうかよろしく

お願い申し上げます。 

○委員長（大山利吉） ありがとうございました。 

つぎに、議案第１３４号にはいるわけでありますが、この前、斎藤課長、所管事務調

査、ご案内とご説明ありがとうございました。福田部長におかれましては、大変いいご

挨拶いただきました。 

つぎに、議案第１３４号、大仙市協和内水面漁業近代化施設及び大仙市協和広場等利

用施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。斎藤農林整備課長。 

○農林整備課長（斎藤秋彦） 議案第１３４号について、説明申し上げます。 

資料ナンバー１、議案書６５ページをお願いいたします。 

  議案第１３４号、大仙市協和内水面漁業近代化施設及び大仙市協和広場等利用施設の

指定管理者の指定について、ご説明申し上げます。 

  はじめに、公の施設の名称及び所在地でありますが、大仙市協和内水面漁業近代化施

設は「大仙市協和船岡字東兵衞屋敷６３番地」に位置しております。また、大仙市協和

広場等利用施設は、同じく船岡字東兵衞屋敷地内でございます。 

  指定管理者となる団体の名称及び所在地でありますが、名称は「庄内養殖管理組合」

で、組合員は協和船岡地区の５名であります。所在地は、大仙市協和船岡字上庄内８７

番地であります。 

  指定の期間は、令和２年４月１日から、令和５年３月３１日までの３年間であります。 

  当団体は、平成２４年度から本年度まで指定管理者として、施設の管理を行っており

ます。また、当該施設では、主にイワナ、ヤマメの養殖に取り組んでおりまして、道の

駅協和での販売、大曲の花火での秋田県南まるごと物産展や地元のイベント「美山湖フ

ェステバル」への出荷や協和地域文化祭等において、地域の特産品として販売しており

ます。また、釣り堀としても活用されておりまして、平成３０年度は６９６名ほどの利

用者がありますので、今後もこれらの収入を伸ばしながら、施設の運営に当たることに

しております。 

  以上、議案第１３４号、大仙市協和内水面漁業近代化施設及び大仙市協和広場等利用
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施設の指定管理者の指定についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承

認賜りますよう、お願い申し上げます。 

○委員長（大山利吉） ありがとうございました。 

説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

  質疑のある方は、挙手の上お願いいたします。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大山利吉） 質疑がないようでございますので、以上で質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大山利吉） 討論なしと認めます。 

  それではお諮りいたします。本件につきましては、原案のとおり可決することにご異

議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大山利吉） ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

○委員長（大山利吉） つぎに、議案第１５０号、令和元年度大仙市一般会計補正予算（第

８号）を議題といたします。 

当局の説明を求めます。斎藤農林整備課長。 

○農林整備課長（斎藤秋彦） 議案第１５０号、令和元年度大仙市一般会計補正予算（第

８号）のうち、農林整備課所管分について、ご説明申し上げます。 

  資料ナンバー３の補正予算書（１２月補正②）で説明させていただきます。 

  資料ナンバー３、補正予算書の５ページをお願いいたします。 

  第３表、債務負担行為補正でありますが、債務負担行為の追加といたしまして、表の

３行目でございますが、先ほど議案第１３４号でご承認賜りました「大仙市協和内水面

漁業近代化施設及び大仙市協和広場等利用施設指定管理料」として、令和２年度から令

和４年度までの３年間の限度額といたしまして、４６８万１千円の債務負担行為の追加

をお願いするものであります。 

 以上、令和元年度大仙市一般会計補正予算（第８号）のうち、農林整備課所管分につ

いてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上
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げます。 

○委員長（大山利吉） ありがとうございました。 

説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

  質疑のある方は挙手の上、お願いいたします。はい、鎌田委員。  

○２５番（鎌田 正） この収支決算書みてらったども、指定管理料１５７万、３０年度はよ

払ってるんだどもよ、３年で４６０万っていえば、１２０万でいいんだが。  

○委員長（大山利吉） はい、斎藤課長。  

○農林整備課長（斎藤秋彦） ３０年度より若干下がっておりますけれども、１年度当たり。 

○委員長（大山利吉） はい、鎌田委員。  

○２５番（鎌田 正） 指定管理料１５７万、３０年度はやってらね。令和２年がら４年まで

３年間で４６０万っていえば下がることだっしべ。  

○委員長（大山利吉） はい、斎藤課長。  

○農林整備課長（斎藤秋彦） 指定が前は５年間の指定だったものですから、平成２７年から

令和元年度までの５年間指定だったものが、この度３年の指定ということで、地元の申請団

体の方から３年の指定ということで申請がありましたので、それは下がっておりますが、年

度あたりについても若干下がっております。  

○委員長（大山利吉） はい、鎌田委員。  

○２５番（鎌田 正） １２０万、大抵上がるやつだども、下がってるがら大丈夫だがって言

ってるやづ。  

○委員長（大山利吉） はい、斎藤課長。  

○農林整備課長（斎藤秋彦） 平成２７年当時から稚魚について、原材料として購入していた

ものが、その後の孵化放流まで事業としてかかりまして、そのあとですね、孵化放流から出

荷まで一連の流れが確立出来てきたものですから、ある程度出荷が伸びてきてるわけなんで

す。受け入れの方についても、２９年度と３０年度の対比については、１００万ほど増えて

ますが、２９年災害もあったものですから、一概に比べることはできませんけれども、出荷

の方は徐々に伸びてきております。その関係もあって下がってきても大丈夫ということです。 

○委員長（大山利吉） ほかにございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大山利吉） ないようでございますので、以上で質疑を終結いたします。 

なお、討論・表決につきましては、最後に一括で行います。 
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これで、農林部に関わる審査は終了いたしました。 

ここで、説明員入れ替えのため、暫時休憩いたします。再開時刻は揃い次第再開した

いと思います。どうもご苦労様でございました。 

          午後２時００分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後２時０２分 再  開 

○委員長（大山利吉） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

  はじめに、高橋経済産業部長から挨拶があります。高橋経済産業部長。 

○経済産業部長（高橋正人） 企画産業常任委員会、経済産業部の委員会審査にあたり、

一言ごあいさつをさせていただきます。 

   まずもって、１１月１９日にアルカディア市ヶ谷を会場に開催されました「大仙市首

都圏企業懇話会」につきましては、委員の皆様よりご出席のうえご協力をいただき誠に

ありがとうございました。企業関係者を含め７２名の参加のもと、大仙市に進出してい

る株式会社タニタの谷田社長の講演も好評であり、お陰様をもちまして実のある懇話会

が開催できたものと思っております。今後も企業誘致をはじめ、情報発信・情報収集に

努めてまいりますので、ご支援いただきますようお願い申し上げます。 

 さて、予算編成の時期となりましたが、経済産業部においては、今申し上げました企

業誘致や地元企業の振興、企業団地の整備、花火産業構想の推進といった重要な業務を

進めるにあたり、厳しい状況の中、これまでの検証を踏まえ、効果的な予算編成を心が

けてまいります。委員各位におかれましてはご指導ご鞭撻賜りますよう重ねてお願いを

申し上げます。 

 本日は条例案並びに指定管理者の指定について及びそれに係る補正予算について、こ

の後ご説明申し上げますが、よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上

げまして、私からのあいさつとさせていただきます。 

○委員長（大山利吉） ありがとうございました。 

つぎに、議案第１２８号、大仙市大綱交流サロン条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題といたします。当局の説明を求めます。小松企業商工課長。 

○企業商工課長（小松正美） 議案第１２８号、大仙市大綱交流サロン条例の一部を改正

する条例の制定について、ご説明申し上げます。 

 資料ナンバー１、議案書の２９ページをお願いいたします。 
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  令和２年２月１０日開催の「刈和野の大綱引き」に合わせて改修中の大綱交流サロン

について、来年度開館予定の（仮称）大綱交流館（西仙北中央公民館）との混同をさけ

るため、名称を改めるものであります。 

  変更後の名称は「大仙市大綱サロン」となります。 

  施行日は、令和２年２月１日です。 

 以上で、議案第１２８号、大仙市大綱交流サロン条例の一部を改正する条例の制定に

ついての説明をいたしました。 

 よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（大山利吉） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

  質疑のある方は、挙手の上お願いいたします。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大山利吉） 質疑がないようでございますので、以上で質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大山利吉） 討論なしと認めます。 

  それではお諮りいたします。本件につきましては、原案のとおり可決することにご異

議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大山利吉） ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

○委員長（大山利吉） つぎに、議案第１３５号、大曲地域職業訓練センターの指定管理

者の指定についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。小松企業商工課長。 

○企業商工課長（小松正美） 議案第１３５号、大曲地域職業訓練センターの指定管理者

の指定について、ご説明申し上げます。 

 資料ナンバー１、議案書の６６ページをお願いします。 

  はじめに、公の施設の名称及び所在地ですが、大曲地域職業訓練センターは、大仙市

大曲田町３番１号に位置しております。 

  指定管理者となる団体の名称は「職業訓練法人大曲仙北職業訓練協会」で、所在地は



- 13 - 

「大仙市大曲田町３番１号」です。 

  指定期間は、令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間です。 

 当該施設は、平成４年に職業訓練施設として「独立行政法人 雇用能力開発機構」に

より設置され、平成２３年４月に市が譲渡を受け、その後も引き続き職業訓練施設とし

て運営しているものです。 

  管理運営については、平成４年の開館以来、認定職業訓練実施団体である「職業訓練

法人 大曲仙北職業訓練協会」に委託し、平成２４年４月からは、指定管理者となって

おります。現在、７年目です。 

  同協会は、国の認定職業訓練実施団体として、長年にわたり職業能力開発促進法に基

づく認定職業訓練校を開き、建築大工、建築板金、塗装の分野で、１，５００名を超え

る技能士補を養成してきました。 

  また、労働安全衛生法に基づいた特別教育や、市の委託を受けて求職者・在職者スキ

ルアップ講座を行っており、当地域の有能な技能者の養成が図られるとともに、業界並

びに地域経済の発展に寄与することが期待できることから、指定管理者とするものでご

ざいます。 

  指定にあたりましては、指定管理者選定委員会の審査を経ており、地方自治法２４４

条の２第６項の規定に基づき議会の議決をお願いするものです。 

 以上で、議案第１３５号、大曲地域職業訓練センターの指定管理者の指定について、

説明をいたしました。 

 よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（大山利吉） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

  質疑のある方は、ございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大山利吉） ないようでございますので、以上で質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大山利吉） 討論なしと認めます。 

  それではお諮りいたします。本件につきましては、原案のとおり可決することにご異

議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（大山利吉） ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

○委員長（大山利吉） つぎに、議案第１３６号、大仙市神岡生産物直売・食材供給施設

の指定管理者の指定についてから、議案第１４４号、太田交流の森及び太田レクリエー

ションの森の指定管理者の指定についてまでの９件を一括して議題といたします。 

当局の説明を求めます。鈴木観光課長。 

○観光課長（鈴木正人） 議案第１３６号から議案第１４４号までの観光課所管施設の指

定管理者の指定につきましてご説明申し上げます。  

資料ナンバー１、議案書の６７ページからとＡ３横版の観光課資料を併せてご覧願い

ます。 

はじめに、議案第１３６号、大仙市神岡生産物直売・食材供給施設の指定管理者の指

定につきましては、大仙市北楢岡字船戸１８７番地の「道の駅神岡」敷地内に所在する

施設で、指定管理者となる団体は、大仙市神宮寺字蓮沼１６番地３に所在する、株式会

社神岡ふるさと振興公社であります。 

  指定の期間は、令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間であります。 

  当団体は、指定管理者として、平成１８年度から本年度まで１４年間、当施設の指定

管理を行っており、今回が４回目の更新となります。 

 次のページをお願いいたします。 

議案第１３７号、大仙市中仙地域農業総合管理施設の指定管理者の指定につきまして

は、大仙市長野字高畑９５番地１の「道の駅中仙」敷地内に所在する施設で、指定管理

者となる団体は、大仙市北長野字茶畑９８番地に所在する、物産中仙株式会社でありま

す。 

  指定の期間は、令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間であります。 

  当団体は、指定管理者として、平成１８年度から本年度まで１４年間、当施設の指定

管理を行っており、今回が４回目の更新となります。 

 次のページをお願いいたします。 

議案第１３８号、八乙女温泉さくら荘の指定管理者の指定につきましては、本年６月

の条例改正に伴い、来年４月１日から現行の八乙女温泉さくら荘の建物を廃止、現行の

八乙女交流センターの浴場を利用して、日帰り入浴の温泉営業を開始することとしてお
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ります。 

このため、所在地は、現行の八乙女交流センターが所在する大仙市長野字長野山８８

番地となっております。 

指定管理者となる団体は、秋田市山王五丁目１３番３号に所在するむつみ造園土木株

式会社であります。 

  指定の期間は、令和２年４月１日から令和５年３月３１日までの３年間であります。 

  当団体は、指定管理者として、平成２４年度から本年度まで８年間、当施設の指定管

理を行っており、今回が２回目の更新となります。 

  次のページをお願いいたします。 

議案第１３９号から議案第１４３号につきましては、本年６月に開催された企画産業

常任委員会協議会において御了承をいただきました、市内温泉施設の今後の方向性を検

討するための見直し期間として指定管理期間を１年間延長するものであります。 

はじめに、議案第１３９号、大仙市神岡交流促進センターの指定管理者の指定につき

ましては、大仙市神宮寺字下川原前開８６番地１に所在する温泉宿泊施設の、かみおか

温泉（嶽の湯）となります。 

  指定管理者となる団体は、大仙市神宮寺字蓮沼１６番地３に所在する、株式会社神岡

ふるさと振興公社であります。 

  指定期間は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの１年間であります。 

 次のページをお願いいたします。 

議案第１４０号、西仙北ぬく森温泉ユメリアの指定管理者の指定につきましては、大

仙市刈和野字山北ノ沢５番４に所在する温泉宿泊施設であります。 

  指定管理者となる団体は、東京都文京区千駄木三丁目５０番１３号所在する、新生ビ

ルテクノ株式会社であります。 

  指定の期間は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの１年間であります。 

 次のページをお願いいたします。 

議案第１４１号、協和温泉（四季の湯）の指定管理者の指定につきましては、大仙市

協和船岡字庄内２１４番地に所在する温泉宿泊施設であります。 

  指定管理者となる団体は、大仙市協和船岡字庄内２１４番地に所在する、株式会社協

和振興開発公社であります。 

  指定の期間は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの１年間であります。 
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 次のページをお願いいたします。 

議案第１４２号、大仙市南外ふるさと館の指定管理者の指定につきましては、大仙市

南外字松木田４４番地２に所在する温泉宿泊施設であります。 

  指定管理者となる団体は、秋田市保戸野すわ町６番１６号に所在する、厚生ビル管理

株式会社であります。 

  指定の期間は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの１年間であります。 

 次のページをお願いいたします。 

議案第１４３号、史跡の里交流プラザ「柵の湯」の指定管理者の指定につきましては、

大仙市板見内字一ツ森１４９番地に所在する、温泉宿泊施設であります。 

  指定管理者となる団体は、秋田市中通二丁目１番３６号に所在する、株式会社秋田ス

パ・アンド・ドライブイン・サービスであります。 

  指定の期間は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの１年間であります。 

これら温泉施設の指定管理期間の１年間の延長につきましては、現在の指定管理者と

同一業者に指定する案となっております。 

 次のページをお願いいたします。 

議案第１４４号、太田交流の森及び太田レクリエレーションの森の指定管理者の指定

につきましては、大仙市太田町川口字内ノ沢ほかに所在する太田交流の森、及び大仙市

川口大台国有林ほかに所在する太田レクリエーションの森であります。これらは、いず

れも大台スキー場敷地内の施設となっております。 

  指定管理者となる団体は、大仙市花館柳町１番１号に所在する、株式会社大曲スポー

ツセンターであります。 

  指定の期間は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの１年間であります。 

  これらの施設は、大台スキー場の夏場の取り扱いとなりますが、これまで、太田町生

活リゾート株式会社がスキー場と一体的に指定管理者として、夏場の草刈り作業等の管

理を行っておりました。 

この度、同社が解散する見込みとなりましたので、これまで同様に大台スキー場と一

体的に管理運営を行うため、新たな指定管理先として、大曲ファミリースキー場での運

営実績があり、かつ、鉄道事業法に基づく索道事業において、スキー場のリフト運行に

必要な許可条件を満たしている、株式会社大曲スポーツセンターを指定管理者として指

定するものであります。 
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  以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。 

○委員長（大山利吉） ありがとうございました。 

説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

  質疑のある方は、挙手の上お願いいたします。はい、石塚委員。 

○７番（石塚 柏） 今回の１２月の委員会審査で、温泉について、指定管理料全体が分

かるような資料出してくれということをお願いしましたところ、大変よくわかる資料を

出していただきまして、ありがとうございました。 

  質問したいことはですね、八乙女温泉、それからユメリア、四季の湯、南外ふるさと、

これは問題がないと、私自身の中ではですね。ですからこれはいいと。柵の湯、４つの

箇所について、質問をさせてください。ちょっと若干時間取るかもしれませんが、委員

の皆様からもご理解を、お許しをお願いをしたいと思います。 

  まず最初に、問題点を整理する意味での質問ですが、さくら荘の指定管理料が令和２

年の時になった時、１，９０２万と６５０万から、これ内訳があると思うので、１，９

０２万のうち、指定管理料いくらなんですか。 

○委員長（大山利吉） はい、鈴木課長。 

○観光課長（鈴木正人） お手元に配布しております参考資料という資料がございます。

こちらの５７ページをご覧願います。こちらの方に公募されました提案書の中で指定管

理の一覧というものが載ってございまして、こちらの方のさくら荘の温泉部分に関しま

す指定管理料といいますのは、真ん中の列のあたりに令和元年度指定管理料ということ

で載っております。この一番上のところ、さくら荘の部分で６５３万１，２８０円とい

うのがありまして、これは令和元年度のものです。それに、現在生涯学習課の方で管理

しております八乙女交流センター、これ研修施設となりますけれども、そちらのものが

１，１８５万９，２００円となっておりまして、これと合わせた額がこれからの指定管

理料というふうなことになります。令和２年度以降につきましては、その右側のむつみ

造園土木株式会社の、さらに右側のところに数字が載ってますけれども、これが先ほど、

表の中でも示しております１，９０２万円ということになりますので、お願いいたしま

す。若干、この１，９０２万円につきましては、指定管理料上がってございますが、こ

ちらの方は消費税８パーセントから１０パーセントに上がっておりますので、そちらの

分等を考慮した数値となります。実際のところは、この後、債務負担行為等の議案の中



- 18 - 

でも説明いたしますが、実際はこの後、債務負担行為と議案、さらに債務負担が承認さ

れた後に指定管理者となる団体の方と協議して、実際の指定管理料を設定することにな

ります。 

○委員長（大山利吉） はい、石塚委員。 

○７番（石塚 柏） さくら荘の説明、大変よくわかりました。今回、温泉の全体に関連

するところでお尋ねしたいんですが、第３セクターで物産、他の物を売ったり、スーパ

ー的な道の駅で利益があって、それで温泉の赤字を埋めるというやり方で来てたという

考えも説明のひとつあったんですけど、全部の温泉が物産をやっていると温泉の指定管

理料払ってないのかというと、協和の四季の湯の方では、確か道の駅で物産の方やって

るんでなかった。だから、今までの説明と違うんじゃないのかなと、実は現場の幹部職

員の方から、中里温泉のことについては、非常に不公平だっていう意見もありました。

それで、物産の方やってて、利益が上がってたら、それを使って地元の人たちに温泉を、

健康面も含めて利益を受けていただく。考え方としてはいいんですけど、全体的にバラ

ンスというか、取れているんですかね。協和だけは例外にしたいということがあれば、

その理由ですね。 

○委員長（大山利吉） はい、鈴木課長。 

○観光課長（鈴木正人） 先ほどの第３セクターに関します指定管理料金の設定につきま

して、ご説明いたします。先ほど石塚委員の方から言われました神岡ふるさと振興公社、

並びに協和振興開発公社につきましては、神岡の道の駅と温泉につきましては、嶽の湯

の方が若干の赤字ですが、道の駅が黒字分となりまして、会社全体としては黒字となっ

ております。なので、指定管理料はお支払いしてございませんが、協和振興開発公社に

つきましても基本的な考えは同じであります。ただし、指定管理料が発生しているとい

う理由がありますが、協和につきましては、温泉使用料の方を協和の第３セクターの方

からお支払いしていただいています。その入った収入をそのまま指定管理料として戻し

ているというかたちですので、一旦、協和振興開発公社さんの方から温泉の使用料とし

て納めていただいたものを市が収受してますけれども、市では指定管理料としてお支払

いしてるということですので、プラスマイナスゼロということで、指定管理料ゼロとい

うような、同じような感覚でお支払いしておりますので、そういった経理の方法となっ

てございます。神岡等につきましては、温泉使用料ございませんので、その違いとなっ

ておるというふうになりますので、よろしくお願いいたします。 
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○委員長（大山利吉） はい、石塚委員。 

○７番（石塚 柏） ちょっとあまりよく理解できてないので、あれなんですけど、恐ら

く入ってきた銭子もらってがらなんとがっていうだけの話だということだとすれば、会

計処理に問題があるだろうから、それやっぱりきちんと整理されたらどうなんですかね。

そうじゃなくて、実質なにか過誤な問題あるとすれば、それはその理由だけが委員会に

対して、こういうことでございますとおっしゃってもらえればいい。会計処理だけの話。 

○委員長（大山利吉） はい、鈴木課長。 

○観光課長（鈴木正人） 石塚委員が申されたとおり、会計処理の問題でございます。Ａ

３版の資料をご覧いただきたいと思いますが、この中の右から２列目の令和元年度の部

分と上の方から４番目の四季の湯にかかわる部分を見ていただきたいと思いますが、こ

こで指定管理料２８５万１千円となっておりますが、この指定管理料の積算根拠につき

ましては、先ほど申し上げましたとおり、協和振興開発公社さんの方から、温泉の源泉

使用料というふうなことで、この２８５万１千円を市の方に、温泉源泉使用料を納めて

いただきます。市の会計では、歳入として収入いたします。支出にあたる部分ですが、

そのいただいた金額をそのまま指定管理料というかたちでお戻しするようなかたちにな

ってます。そういったかたちで、こういうふうな会計処理を行われてまして、会社側の

方でも、それぞれ温泉使用料を支出して、収入では指定管理料というふうなかたちで、

各々支出と収入を会計処理しているというふうなことになっておりますので、実質のと

ころはゼロ円というふうなかたちになりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（大山利吉） はい、石塚委員。 

○７番（石塚 柏） その点はまずよくわかりました。 

  あと、別の質問に移ります。 

  ユメリアについてですが、ユメリアについてはアップダウンが、指定管理料がアップ

ダウンがあまりにも極端なってるね。大きすぎるという。４５０万からゼロになって、

１，８００万なって、１，６００万なって、今度は１，８００万から２，１００万なる。

なんでこんなに、他のところを見てお分かりだと思うんですけど、そんなに指定管理料

っていうのはアップダウンするんですかね。それだけで話してるとあまり時間取っちゃ

うんで、ともかく令和元年から令和２年、１，６００万から１，８００万。それからさ

らに２，１００万になる。このあたりのところの概要でいいから、その理由、積算根拠、

教えていただけないものでしょうか。 
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○委員長（大山利吉） はい、鈴木課長。 

○観光課長（鈴木正人） ユメリアの指定管理料につきます令和元年度から令和２年度に

かかわる部分で、約３百万ほど料金が上昇しておりますが、その件につきましてご説明

申し上げます。 

  ユメリアにつきましては、過去にヒートポンプを利用した省エネ施設の導入を図って

おります。それによりまして、燃料費を約１５０万ほど下げることができると、可能で

あるというふうなことで指定管理料を設定していた経緯がございます。ただ、それを運

行しておりましたが、水質で酸が強くて、なかなかその施設が上手く稼動しないという

ふうなことになっておりました。昨年につきましても、実際は熱交換器に損傷ができま

して、働いておりません。その燃料代相当といたしまして、上乗せするというふうなも

のをしておりまして、そのヒートポンプ、本来使っておれば、その灯油代が出ていきま

せんでしたが、ヒートポンプが故障しておりまして、それが業者等の調査行いましたが、

水質の問題であって、それを直すために、それ以上の金銭がかかってしまうというふう

なことから、今回ヒートポンプを使わないという燃料の使用料に相当する指定管理料の

設定をしたというふうなことでございます。それから消費税のアップ分というふうなこ

とで、こういった金額になっているということでご理解願いたいと思います。 

○委員長（大山利吉） はい、石塚委員。 

○７番（石塚 柏） 柵の湯、これは大変感謝しなきゃいけないと思うんですけども、東

北ダイケンさんで指定管理料なしで十何年、１４年くらいやっていただいている、市長

さんから表彰状差し上げたいくらいなんですが、このほぼ似たような温泉施設で、片方

では５００万くらい、ユメリアでいけばもう、２千万超えちゃう。普通、会社関係で、

こんなに極端な違いというのが出てくるの実はなかなか理解しがたいなと。他のまじめ

にやっている中里温泉、さくら荘、四季の湯、嶽の湯でもそうなんですけれども、こん

なに簡単に、物産仙北なんてなくて、赤字補填受けるだとかっていう裏の入り口もない

でしょう。なんでこんなに極端に違う秘訣があるんですかね。もしお分かりでしたら。 

○委員長（大山利吉） はい、鈴木課長。 

○観光課長（鈴木正人） 温泉施設の指定管理料につきましては、現在、温泉施設の規模

等も含めて見直しを行うというふうなことで、１年間の延長をお願いしております。そ

のため、基本的には、先ほどのユメリアの指定管理料のような特別な事情がない限り、

同額での延長をお願いしております。先ほど石塚委員からご指摘ありました指定管理料
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の違いでございますが、指定管理料を算定する場合の方法ですが、市が直営として管理

した場合の経費、これを支出としまして、さらに収入につきましては、３年間のそれぞ

れの施設ごとの実績、収入から支出を差し引いてマイナスになった場合、指定管理料を

支払うという計算となっております。そのため、市が直営として管理運営した場合の経

費ですが、それぞれの施設の規模や施設の立地条件、それから施設の新しいとか古しい

とかの老朽度合いによりましても、いろいろ変わってきますので、そうしたことを勘案

して、さらに収入につきましても利用客がいっぱいいるところ、少ないところ、それか

ら利用客の形態によりまして、高齢者ばかり多くてはなかなか高齢者の優遇措置等で収

益が上がってこないというふうな部分もございまして、そういったものをすべて勘案し

て、指定管理料金を設定してございますので、市としては平等に計算されてると認識し

てございます。ただし、今後１年間かけての見直しの中では、施設の全体的な在り方も

含めまして、この指定管理料も含めまして、総体的に勘案していきたいと考えてござい

ますので、その際はよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（大山利吉） はい、石塚委員。 

○７番（石塚 柏） 今、執行部の方で日常やられている管理の内容、積算ももちろん間

違いもないでしょうし、それでいいんですが、先ほど申し上げたとおり、あまりにも違

いすぎる。だから、実績主義というようなことでいるとすれば、どこかで間違っている

かもしれない。そういったことも含めて、柵の湯のダイケンさんの現場の責任者の方と

のやり取りも含めてですね、もうちょっと、今回の委員会審査でどうだこうだって結論

に影響はさせませんけれども、もうちょっと委員として調査をさせていただきたい。そ

の時には、ぜひ執行部からもご協力をお願いしたいということを申し入れさせていただ

いて、私の質問は終わりたいと思います。 

○委員長（大山利吉） ほかにございませんか。はい、橋本委員。 

○２０番（橋本五郎） 協和のことですけれども、協和の道の駅、それから四季の湯、結

構協和の基金の方から年間何千万の整備費、修理費等出ているんですね。これ、そうす

れば我々、本来は使うべきものではないんだよな。協和の基金の中から。やはり、あく

までもこの指定管理料の中さ含まれた修理でもなんでも出していただけないと、莫大な

んだよ。かなり大きいんだよ。おそらく１千万以上の、いつも空調どが、なんどがって。

１千万以上。それから四季の湯の管理も、いろんな修理費。そのあたりはどう考えてお

られるのか、お伺いしたいと思います。 
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○委員長（大山利吉） はい、鈴木課長。 

○観光課長（鈴木正人） 指定管理料の中の修繕費でございますが、１件５０万円を超え

る施設の整備につきましては、指定管理の協定締結に基づくリスク分担という考え方も

ございまして、５０万円に満たない軽微なものにつきましては、指定管理者が修繕を行

っていただくと、そちらの経費で修繕を行っていただくというふうなことになってます。

反対に５０万円を超えるものにつきましては、市が直すというふうなことになりますの

で、大きな修繕については市の方で、一般会計の中で予算措置してやることになってま

す。先ほど、協和の方の基金が充当されてるというふうな話ですけれども、こちらの方

は財政課の方にそういったことでお話を通しておきたいと思います。 

○委員長（大山利吉） はい、橋本委員。 

○２０番（橋本五郎） その予算を取るに財政課と掛け合って予算取るでしょ。それは我々

の方で財政課の方さ喋ればいいっていう問題ではないでしょ。根本から違うでしょ。あ

なたは責任を持って、予算の中の一般、財政がら取らねばねえでしょ、あなたがた。そ

れを我々地域さ、財政さ行って話せばいいっていう問題ではないでしょ。そこが食い違

ってねが。協和で基金に金があるから、普通であれば一般財源でどんどん出してるね、

この中でも。我々の方は、基金があるからどんどん基金の中から使えよという、使って

もいいよという、それは矛盾してねが。 

○委員長（大山利吉） はい、高橋部長。 

○経済産業部長（高橋正人） 修理費の予算枠につきましては、当然こちらの方から予算

要望、予算要求として上げさせていただいているわけですけれども、財源という部分に

つきましては、「私どもの方から協和の基金を使わせてください。」「ここの部分に協

和の基金を充ててください。」というようなかたちでの要望というのは、しておらない

状況でございます。そういったことから、今回ご指摘ありました部分については、こち

らの方から財政の方に財源の部分の確認、一般予算でというふうなところを、もう１度

確認をさせていただきたいと思います。このようなご指摘があったということを申し述

べながら、今１度財政と確認をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○委員長（大山利吉） はい、橋本委員。 

○２０番（橋本五郎） それは財政の方だがら、我々の方では関係ございませんと。予算

はおらほでこう、計上してやってるがら、よこすのは財政の方だということの話と、ま

ったく違うのよな。基金があるから端的にいえば、どんどん額が大きいのよ、年間に道
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の駅だって１千万以上だよ。それから四季の湯も。ある程度やはり地域のことだからと、

我々も地域のことでまなぐはつむってるんですけれども、こうなればほら、やっぱりあ

るどこから、基金のあるどごから使われる、一般財源として使うべきものであるならば、

そちらの方から私はやっていただきたいということなんだよな。そこはもう１度検討し

てみてください。 

○委員長（大山利吉） はい、高橋部長。 

○経済産業部長（高橋正人） 今申されたことを、まだ予算は要求の段階でございますの

で、新年度予算については、その財源の部分について、あらためて財政の方と確認をさ

せていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

○委員長（大山利吉） ほかにございませんか。はい、鎌田委員。 

○２５番（鎌田 正） 課長、なんだが、あなたとこばりいじめるんたくて、誠に申し訳

ねども、あなたの答弁もなかなか苦しい答弁してるようだども、例えば、簡単に言う。

例えば、ユメリアの件だけれども、そのヒートポンプ云々どがよ、酸が強くて使われね

どが、こうだどがって、業者が最初からヒートポンプ使えるという前提の中でこういっ

た設計して、そして予算措置して、やってることだべ。簡単によ、業者がら言われたが

ら、あど駄目だがら、こっちがらまだ金ださねばできねどが、つぎ込むどがって、それ

なおがしね。どごの業者がそういったこと言ってるんだって。それはおがしど思うんだ、

俺。やっぱり、業者が設計して、ヒートポンプは使えるんだよと、年間百万でも２百万

でも燃料費浮けるんだよという前提の中で、これやってきたことだっしべ。なして、使

われねぐなるって、急に。ヒートポンプぶっ壊れるって、そんたに、５年１０年でぶっ

壊れるんた、やっぱり業者にある程度補償どがなんかしてもらわねばでぎねで。なんで

もかんでも業者の言うこと聞いで、あるいは指定管理者の言うこと聞いで、「はい、こ

れもぶっ壊れました。」「これもこうだ。」「はい、それじゃこっちから金は出します。」

って、そういったザマなやめればいいって、あど。なんも協議もする必要ね。簡単に言

えば、やめればいい。こんたに、２千万もよ、さきたの柏議員でねども、こんたにこん

たにつぎ込んでよ、福祉の向上、俺地元だがら言われれば俺確実に俺が悪者なっちゃう

ども、１年といわねで考えた方いい、これなば。これ、何回も言ってきたことだっしべ。

委員会でも言ってきたし、前回の決算委員会でも言われてきた、これ。ユメリアばりで

ね、温泉施設そのもの。こんたに言われて、また１年延ばして、またこれさ３００万も

４００万もつぎ込んでよ、いいのがっていうこと。して、来年の予算は、財源がないど
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がって、他の、正直言って、側溝の蓋１枚入れるにしんなんぎしてるで、これ。こうい

ったものさばりつぎ込んでよ、なんとなるおんだって、これ。こんたに金いれねねば、

やめねばでぎね時代さ入ったんでね。１年なんてな、猶予ねっしよ、これ。それから、

ヒートポンプぶっ壊れたどがって言ったっけども、なして業者にもう少し強くいわれね

がということ、その背景には、例えばユメリアもあるっしべ、地元では強首温泉もある、

温泉郷、今たった一つ、樅峰苑もある、離れて自前でやってるんだども、皆さん四苦八

苦して、もう参ったかがるだげ、民間の温泉はやってるっしよ。なして、こういったや

つだけ優遇しねばでぎねって。本当にこれ不思議でならねんだよな。昔の町会議員の時

代から喋ってきたども、やっぱり地元の業者を潰して、自分たちで、これだけ全部税金

をつぎ込んでやってきて、またこれさ何百万ってつぎ込むって、いかがなものかだしよ、

これ。今、２年の予算だから、あれだけれども、こういったごどして、市民の人たち喜

ぶものだっしか、これ。風呂に入ってる人たちは、喜んでるがもしれね。一般の、ユメ

リアさ、入ってね人たちはほとんど、なしてこんたにつぎ込まねばでぎねって、すこぶ

る不満だっしよ。やっぱり１年どいわねで、半年どがなんかで結論出していかなければ、

絶対できない温泉施設だと思うっしな。もう少し緊張感持って、やっていかなければ１

年優遇して、延ばして、これで最後にやめだったって、せば今までつぎ込んだ３００万

も４００万する金が全部無駄な金になるんでね。そういったごど考えたことねもんだし

か、あなたがたは。課長、あんたどご、いじめてるわげでねどもよ。あなた一人で決め

てるわけでもないし、市全体の問題だと思うんだけれども、本当にこの指定管理制度っ

て、相当金食い込むシステムだと思って、本当に残念だと思ってるっしな。もっともっ

とスピード感持ってやっていかなければ、結論出していかなければ出来ない事業なもん

でねっしか。なんと思ってるっしか。 

○委員長（大山利吉） ただいまの鎌田委員の質問でありますけれども、課長、部長の立

場を超えて答弁しなければならないこともあろうかと思いますが、現段階でお答えでき

る部分だけでも、一つご答弁願います。はい、高橋部長。 

○経済産業部長（高橋正人） 温泉施設の在り方につきましては、前々から猶予ないもの

というふうに認識はしてございます。そういった中で、やはり基本的には温泉施設を継

続したい、その考えは今も変わらないつもりであります。その中で、例えばマイナスに

なる部分、削ぎ落とせる部分がないかどうか、そこを今見てるところでありまして、そ

れを削ぎ落とした段階での経営状況なりを見て継続していきたいという考えであります
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ので、その姿勢にはちょっと変わらずにやっていきたいというふうに考えております。

例えば、宿泊施設やればやるほど赤字になるとなればそれはやめなくちゃならないと思

ってますし、食事の方がやればやるほどマイナスなるという部分であればそれはそれで

削ぎ落としていく部分にはなろうかと思いますが、いわゆる温泉そのもの、風呂そのも

のの部分については、やはり次のために残していきたいという考えで進めていかせてい

ただきたいと考えています。どうかそこはご理解いただきたいと思います。 

○委員長（大山利吉） はい、鎌田委員。 

○２５番（鎌田 正） 地域住民からすれば大変すばらしい答弁で有難いと思ってるんだ

けれども、こんたにこんたに金かげでっしよ、例えばこのユメリア地元だがら、ほかの

地域のことはいえねがら、２千万も金かげで、指定管理者ということでやってるんだけ

れども、もしだったら、本当に温泉だら温泉施設だけにすれば、これ半分どが３分の１

ででぎるなでねっしか。俺は素人だがら、鉛筆もなめってねがら、数字も出せないけれ

ども、もっともっとスリムにしていかなければ、単に２千万もかけてよ、地域の人口約

７千なんぼだがしかいねはずだがら、２千万を７千人で割ればなんぼだ、一人。約３万

弱になるんだけれども、そんけ負担かかってることだっしべ、一人当たり。せば、全市

民の考え方でいけば、８万人さ３千円っていえば、２億４千万もかけねばでぎねごどだ

っしべ。もっともっと別の方でぎるんでね。地域の、例えば福祉どがなんかの関係みで

も、温泉がすべてではないと思うっしよ。これからそうして、ぶっ壊れるもの、補償な

ってればいいんだども、設備は壊れる、温泉も枯渇する。当然これ建物さ、外壁、全部

金かがる。まだまだ金のかがる話だがら、やっぱり、このあだりでよ、ちょっとスピー

ド上げで、１年どいわねで、半年でもいいがら考えて結論出すべきだと、私はそう思っ

てる。今、ここまで来たがらよ、すぐ明日にやめれということはでぎねけれども、もう

少しよ、協和では偶々金あるっていえば、それまでだども、それだって人の金勝手に使

ってよ、大した素晴らしいなと思って、さっきがら協和の道の駅もゼロだし、四季の湯

もたかが知れるがら大したもんだと思って、俺は思ってきたったども、中身見ればそう

いった話だがら、これ大変な話しなもんでねっしがな。やっぱりしたがら、担当者とし

て、大変厳しく言ってるごどだども、市全体でもう少しスピードアップして、結論を出

すべき。早めに結論を出すべきだ。お願いします。 

○委員長（大山利吉） はい、高橋部長。 

○経済産業部長（高橋正人） この後の細かい部分の精査して、やめるべき部分、やれば
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プラスなる部分というようなところをしっかり出して、早めに皆さんの方にそこら辺を、

こういうかたちで進めていきたいということを早めに出せるように頑張ってまいります

ので、どうかご指導お願いいたします。 

○委員長（大山利吉） ほかにございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大山利吉） 他に質疑がないようでございますので、今後の部長の裁断をご期

待申し上げながら、これで質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大山利吉） 討論なしと認めます。 

  それではお諮りいたします。本９件につきましては、原案のとおり可決することにご

異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大山利吉） ご異議なしと認め、本９件は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 

○委員長（大山利吉） つぎに、議案第１５０号「令和元年度大仙市一般会計補正予算（第

８号）」を議題といたします。 

はじめに、企業商工課所管分について、説明を求めます。小松企業商工課長。 

○企業商工課長（小松正美） 議案第１５０号、令和元年度大仙市一般会計補正予算（第

８号）の企業将校課所管分について、ご説明申し上げます。 

 資料ナンバー３、１２月補正②の５ページをお願いします。 

  第３表、債務負担行為補正ですが、４行目となります。 

  先程、議案第１３５号で説明しました「大曲地域職業訓練センター指定管理料」とし

て、令和２年度から令和６年度までの５年間で、限度額３，７０９万２千円の債務負担

行為の補正をお願いするものでございます。 

 なお、参考資料の１１ページにありますとおり、単年度では、７４１万８，４００円

を予定しております。 

 以上で、議案第１５０号、令和元年度大仙市一般会計補正予算（第８号）についての

説明をいたしました。 
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 よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（大山利吉） つぎに、観光課所管分について、説明を求めます。鈴木観光課長。 

○観光課長（鈴木正人） 議案第１５０号、令和元年大仙市一般会計補正予算（第８号）

の内、観光課所管の補正予算につきましてご説明申し上げます。  

資料ナンバー３、補正予算書の５ページをお願いいたします。 

第３表、債務負担行為補正（追加）についてでありますが、先ほどご説明いたしまし

た、議案第１３６号から議案第１４４号までの指定管理の指定のうち、指定管理料が発

生する施設につきまして、債務負担行為の補正をお願いするものであります。 

はじめに、下から３段目の大仙市中仙地域農業総合管理施設指定管理料をご覧願いま

す。こちらは、道の駅中仙に関する内容となりますが、期間が、令和２年度から令和６

年度までの５カ年で、限度額が６，４２８万４千円であります。 

 つぎに、西仙北ぬく森温泉ユメリア指定管理料につきましては、期間が、令和２年度

で、限度額が２，１７６万４千円であります。 

 つぎに、協和温泉（四季の湯）指定管理料につきましては、期間が、令和２年度で、

限度額が２８５万２千円であります。 

 つぎのページをお願いいたします。 

  つぎに、大仙市南外ふるさと館指定管理料につきましては、期間が、令和２年度で、

限度額が１，４９１万３千円であります。 

 つぎに、太田交流の森及び太田レクリエーションの森指定管理料につきましては、期

間が、令和２年度で、限度額が３８１万４千円であります。 

  以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。 

○委員長（大山利吉） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

質疑のある方は、どうぞお願いいたします。はい、橋本委員。 

○２０番（橋本五郎） 小松さん、大体何人くらいの受講者いるもんだ。 

○委員長（大山利吉） はい、小松課長。 

○企業商工課長（小松正美） この職業訓練センターは、大体年間３万人くらいの人が出

入りしておりまして、受講に関しましては、市で行ってます求職者、それからスキルア

ップ事業ということで、その件に関しましては、年間大体１７０人から１９０人が受講

しております。そのほか、いろいろな職業訓練関係の教室というか、講習もありますの
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で、大体それらは、１年生と２年生ってありまして、大体５０人くらい、年間ですと前

よりはかなり減ってきてはいるんですが、その段階で、建築大工、それから建築塗装関

係の方で、大体１，５９１人の実績となっております。 

○委員長（大山利吉） はい、橋本委員。 

○２０番（橋本五郎） そうすれば受講料なんぼがもらってるもんだ。 

○委員長（大山利吉） はい、小松課長。 

○企業商工課長（小松正美） 受講料もらっております。参考資料の方に、この訓練協会

の決算書がございます。受講料は、生徒本人もありますし、それから会社の方から分担、

出している会社の方からも分担で出ていますので、それらがいろいろなこの訓練協会の

決算の中に入っておりますので、どうぞご覧ください。 

○委員長（大山利吉） ほかにございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大山利吉） 質疑がないようでございますので、以上で質疑を終結いたします。 

なお、討論・表決につきましては、最後に一括で行います。 

これで、経済産業部に関わる審査は終了いたしました。 

ここで、説明員入れ替えのため、暫時休憩いたします。３時１０分まで休憩いたしま

す。 

          午後３時００分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後３時０８分 再  開 

○委員長（大山利吉） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

  議案第１５０号「令和元年度大仙市一般会計補正予算（第８号）」を再び議題といた

します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大山利吉） 討論なしと認めます。 

  それではお諮りいたします。本件につきましては、原案のとおり可決することにご異

議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大山利吉） ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま
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した。 

 

○委員長（大山利吉） つぎに、閉会中の継続審査および調査の申し出にかかる事件につ

いてをお諮りいたします。 

お手元に配付いたしました事件につきましては、議長に対し、閉会中の継続審査およ

び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大山利吉） ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 

○委員長（大山利吉） これを持ちまして、企画産業常任委員会を閉会いたします。 

ご苦労さまでございました。 

 

          午後３時０９分 閉  会 
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